
 

様式10－１ 

監査の結果に係る措置通知書 

 

監査対象部局  危機管理部 

監 査 の 種 類  令和６年度 定期監査（６監第31号 令和６年７月９日報告） 

措置を講じた者  いわき市長 

通知を受けた日 令和６年10月４日 

 

指摘一覧 措置通知日 

是正改善を要する事項 

 

１ 支出事務 

補助金の交付事務において、補助対象でない組織に対し交付決定を行っ

ていた例が認められた。 

令和６年 

10月４日 

 

２ 契約事務 

契約事務において、契約の締結に係る専決がなされていない例が認めら

れた。 

令和６年 

10月４日 
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是正改善を要する事項 措置した内容等 

１ 支出事務 

  補助金の交付事務において、補助対象で

ない組織に対し交付決定を行っていた例

が認められた。 

 ※ いわき市自主防災組織資材補助金は、

市自主防災組織の結成促進及び育成指導

に関する要綱第10条第１項第１号におい

て、「自主防災組織がその結成時に資材の

備蓄を行う場合」を対象としているが、

補助対象ではない既存の組織に適用し、

交付決定を行っていた。 

（災害対策課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔指摘事項が発生した原因〕 

 本案件の対象団体（玉川町自主防災会）は昭

和58年に結成された組織であり、要綱第10条第

１項第１号には該当しないにもかかわらず、課

内協議（課長決裁）により、同号を適用させ補

助を行ってしまったためです。 

 

 

 

〔是正措置を講じた内容〕 

 市の事務処理が原因で是正を要する事案で

あり、申請者は、市補助金等交付規則第15条に

規定する補助金交付決定の取消し要件に該当

せず、同規則第16条の補助金等の返還も生じな

いことから、是正措置を講じることはありませ

ん。 

 

 

 

〔改善措置を講じた内容〕 

 今後同様の案件等が発生した場合には、申請

理由が当該要綱第１条の趣旨である「自主防災

組織の育成」に該当する組織活動等にあたると

判断できる場合、同要綱第10条第１項第３号

「その他市長が特に必要と認める場合」の規定

を適用し、個別に市長決裁を得ることで、適切

に処理するよう対応します。 

 また、「その他市長が特に必要と認める場合」

の考え方については、年度内に内規で規定しま

す。 
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是正改善を要する事項 措置した内容等 

２ 契約事務 

  契約事務において、契約の締結に係る専

決がなされていない例が認められた。 

 ※ 屋外子局（№33、49）鋼管柱塗装修繕

の契約事務においては、その契約額が500

万円未満であることから、契約の締結に

ついて課長の専決事項となっているが、

専決がなされていなかった。【類例１件あ

り】 

（災害対策課） 

 

 

〔指摘事項が発生した原因〕 

複数の契約締結伺を同時に決裁する過程で

押印漏れが生じたものです。 

専決者・起案者共に決裁欄の押印確認が不十

分であったものです。 

 

〔是正措置を講じた内容〕 

 専決者の押印漏れであったことを当該専決

者へ確認し、契約締結伺へ押印を行いました。 

 

〔改善措置を講じた内容〕 

押印決裁文書の場合は、専決者による押印

（専決）後、文書取扱責任者が押印漏れ等の不

備を確認し、確認後は専決者に報告のうえ起案

者へ返却することで再発を防止することとし

ました。 
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様式10－１ 

監査の結果に係る措置通知書 

 

監査対象部局  観光文化スポーツ部 

監 査 の 種 類  令和６年度 定期監査（６監第31号 令和６年７月９日報告） 

措置を講じた者  いわき市長 

通知を受けた日  令和６年９月30日 

 

指摘一覧 措置通知日 

是正改善を要する事項 

 
１ 収入事務（その１） 

収入事務において、督促が行われていない例が認められた。 

令和６年 

９月30日 

 

２ 収入事務（その２） 

収入事務において、納入通知書を納期限後に送付していた例が認められ

た。 

令和６年 

９月30日 

 

３ 収入事務（その３） 

収入事務において、指定金融機関等への払込みが遅延している例が認め

られた。 

令和６年 

９月30日 

 

４ 契約事務 

  プロポーザル方式による業務受託候補者の選定事務において、市プロポ

ーザル方式の実施に関するガイドラインに定める必要な手続きがとられて

いない例が認められた。 

令和６年 

９月30日 

 

５ 財産管理事務 

  郵便切手の管理に関する事務について、郵便切手等管理簿が整理されて

いない例が認められた。 

令和６年 

９月30日 

意見又は要望とする事項 

 収入事務（公共施設の使用料における「団体」の適用について） 
令和６年 

９月30日 
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是正改善を要する事項 措置した内容等 

１ 収入事務（その１） 

収入事務において、督促が行われていない

例が認められた。 

【事例１】観光振興課 

※ 観光施設土地使用料について、納期限で

ある令和６年３月14日を過ぎても債務を

履行しない者に対し、市債権管理条例施行

規則第３条の規定に基づき、納期限後20日

以内（同年４月３日まで）に書面により督

促をしなければならないが、収納日（同年

４月15日）までの間、督促が行われていな

かった。 

（観光振興課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例２】スポーツ振興課 

※ 体育施設電柱設置等使用料について、納

期限である令和５年５月１日を過ぎても

債務を履行しない者に対し、市債権管理条

例施行規則第３条の規定に基づき、納期限

後20日以内（同年５月21日まで）に書面に

より督促をしなければならないが、収納日

（同年６月７日）までの間、督促が行われ

ていなかった。【類例２件あり】 

（スポーツ振興課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔指摘事項が発生した原因〕 

 市債権管理条例に基づく督促の必要性は認

識していたものの、債務者に対し、債務の履行

について口頭による指導を行っていたことか

ら、督促の時期を失念し発生したものです。 

〔是正措置を講じた内容〕 

 既に納入済みであることから、是正措置を講

じることができないものです。 

〔改善措置を講じた内容〕 

 同様の誤りが発生しないよう、徴収簿に督促

期限欄を加えたほか、併せて、徴収簿の確認を

担当者が定期的に行い、係長、課長補佐による

再確認、課長による最終確認を行うチェック体

制を、本年９月より整えたところです。 

 督促期限欄の追加及び複数人によるチェッ

ク体制を構築したことにより、督促の期限経過

を防止し、市債権管理条例及び同施行規則に基

づく、適切な事務執行に努めます。 

 

 

〔指摘事項が発生した原因〕 

事前に対象者から納入が遅れることについ

て連絡があり、債務者の組織における支払設定

時期の制約によるものであったことから、やむ

を得ないものと誤った判断を行ったものです。 

〔是正措置を講じた内容〕 

既に納入済みであることから、是正措置を講

じることができないものです。 

〔改善措置を講じた内容〕 

同様の誤りが発生しないよう、徴収簿に督促

期限欄を加えたほか、併せて、徴収簿の確認を

担当者が定期的に行い、係長、課長補佐による

再確認、課長による最終確認を行うチェック体

制を本年９月より整えたところです。 

5



 

是正改善を要する事項 措置した内容等 

 

 

 

 

 

２ 収入事務（その２） 

 収入事務において、納入通知書を納期限後

に送付していた例が認められた。 

※ 令和５年度分の体育施設電柱設置等使

用料（使用期間は令和３年４月１日から令

和８年３月31日まで）については、定期の

収入に該当することから、その納入通知書

は、市財務規則第47条第１号の規定によ

り、納期限（令和５年５月１日）の７日以

前（同年４月24日まで）に発しなければな

らないが、納期限を大幅に経過した同年10

月23日に送付していた。【類例６件あり】 

（スポーツ振興課） 

 

 

 

 

３ 収入事務（その３） 

  収入事務において、指定金融機関等への払

込みが遅延している例が認められた。 

※ 芸術文化交流館使用料として令和５年

４月５日（水）に受領した現金については、

市財務規則第49条の３第１項の規定に基

づき、遅くとも指定金融機関等の翌営業日

である同月６日（木）までに払い込まなけ

ればならないが、同月７日（金）に払い込

まれていた。【類例１件あり】    

（いわき芸術文化交流館） 

 

 

 

 

 

督促期限欄の追加及び複数人によるチェッ

ク体制を構築したことにより、督促の期限経過

を防止し、市債権管理条例及び同施行規則に基

づく、適切な事務執行に努めます。 

 

 

〔指摘事項が発生した原因〕 

送付すべき納入通知書について、課内での確

認漏れにより送付されていなかったものです。 

〔是正措置を講じた内容〕 

納入通知書発送漏れの状況が発覚した10月

23日に送付したことから、是正措置を講じるこ

とができないものです。 

〔改善措置を講じた内容〕 

毎年度当初に送付する体育施設電柱設置等

使用料について、本年９月に各年度分の一覧表

を作成しました。 

毎年度当初の納入通知書発送起案の際に、一

覧表を添付し、課内決裁において確認すること

により、遺漏のないよう適切な事務を進めてま

いります。 

 

 

〔指摘事項が発生した原因〕 

連続使用に係る使用料全額を最終日に一括

納入したことにより、指定金融機関等への払い

込みが遅延したものです。 

〔是正措置を講じた内容〕 

既に指定金融機関への振込みが済んでいる

ため、是正措置を講じることができないもので

す。 

〔改善措置を講じた内容〕 

今後の払込み遅延を防止するため、現金管理

及び払込み状況を確認する体制を構築しまし

た。 

〇改善時期：令和６年５月から実施 

〇改善内容：領収証書の記載例見本(書込可)を

作成し、勤務時間終了後に翌日の払込期日を入
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是正改善を要する事項 措置した内容等 

 

 

 

 

４ 契約事務 

  プロポーザル方式による業務受託候補者

の選定事務において、市プロポーザル方式の

実施に関するガイドラインに定める必要な

手続きがとられていない例が認められた。 

 ※ プロポーザル方式の実施において、市入

札参加有資格者名簿に登録されていない

者を参加させようとする場合は、市プロポ

ーザル方式の実施に関するガイドライン

第７条第３項に規定する書類を提出させ、

所管課において審査を行った上で、参加の

可否を判断することとされている。 

いわきの魅力レベルアップ！いわきツ

ーリズム拡大事業業務委託に係る公募型

プロポーザルの実施においては、市入札参

加有資格者名簿に登録されていない参加

申込者について、暴力団等排除措置対象者

照会に係る同意書を提出させていたもの

の、審査の過程において警察に対し暴力団

等の該当性情報の照会を行わないまま、参

加資格を有するものと認め、プロポーザル

方式による受託候補者選定に参加させて

いた。 

（観光振興課） 

 

 

 

 

 

５ 財産管理事務 

郵便切手の管理に関する事務について、郵

便切手等管理簿が整理されていない例が認

められた。 

※ 郵便切手等については、市文書等管理規

れ、翌朝の朝礼時に払込み内容の周知を図るこ

ととしました。業務マニュアルに連日使用の払

込みに係る取扱い一文を追加しました。 

 

 

〔指摘事項が発生した原因〕 

契約課で作成している「契約等からの暴力団

等の排除にあたっての事務処理に関するQ＆A」

において、警察への暴力団等の該当性情報の照

会については、起工兼入札執行伺の前に行うこ

とと記載されていたことから、プロポーザル審

査後に市入札参加有資格者名簿に登録されて

いない者が最優秀提案者に選定された場合は

照会する予定でしたが、結果として選定されな

かったため、照会を行わなかったものです。 

〔是正措置を講じた内容〕 

昨年度中に契約し事業を終了していること

から、是正措置を講じることができないもので

す。 

〔改善措置を講じた内容〕 

市入札参加有資格者名簿に登録されていな

い者を参加させようとする場合には、速やかに 

警察への暴力団等の該当性情報の照会（※）を

行うこととします。 

※参加資格審査結果を通知する日（参加申込期

間の最終日から５日以内）までに回答がない場

合を想定し、参加資格審査結果通知文に「本通

知後にプロポーザル実施要領における欠格事

項に該当することが判明した場合には、参加資

格を取消すものとする」という文言を追加し、

取消しの可能性がある旨、分かりやすく伝える

こととします。 

 

 

〔指摘事項が発生した原因〕 

郵便はがきを購入後、郵便切手等管理簿の記

載を失念したものです。 

〔是正措置を講じた内容〕 
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是正改善を要する事項 措置した内容等 

程第48条第４項の規定に基づき郵便切手

等管理簿によりその受払いの状況を明ら

かにしておかなければならないが、監査実

施時点（令和６年４月24日）において、郵

便切手等管理簿が整理されておらず、郵便

はがきの現物と郵便切手等管理簿が一致

していなかった。 

（文化交流課） 

 

郵便切手等管理簿に郵便はがき（63円）の欄

が無かったことから、当該欄を設けるととも

に、郵便はがきの現物と郵便切手等管理簿とを

一致させたところです。 

〔改善措置を講じた内容〕 

毎月末に、庶務担当職員と係長等、複数人で

郵便切手やはがき等の現物と郵便切手等管理

簿が一致していることについて確認し、確認

後、実施日及び確認者を明記する対策を講じた

ところです。 
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意見又は要望とする事項 措置した内容 

収入事務（公共施設の使用料における「団体」

の適用について） 

  市立草野心平記念文学館及び市暮らしの

伝承郷の観覧料については、市草野心平記念

館条例（以下「記念館条例」という。）第６条

及び別表並びに市暮らしの伝承郷条例（以下

「伝承郷条例」という。）第８条第３項及び別

表第２において、区分ごとに「個人」又は「団

体」の別により規定されており、「団体」は「個

人」に比べて低額となっている。また、別表

備考に「団体」とは20人以上をいうことが規

定されている。 

これらの施設の指定管理者が徴収し、市へ

収納された令和５年４月分及び５月分の観

覧料のうち、観覧者数が20人に満たないにも

かかわらず、市と市内事業者との間で平成31

年４月19日に締結された地域活性化包括連

携協定に定める連携事項「ＩＣカードの活用

に関すること」に基づき、当該事業者の店舗

において利用することができるＩＣカード

を提示した観覧者に対して「団体」の観覧料

を適用していた事例が認められた。 

この取扱いについては、これらの施設の指

定管理者に対し、令和元年７月４日付で４施

設（草野心平記念文学館、暮らしの伝承郷、

アンモナイトセンター、勿来関文学歴史館）

を対象とする通知文が発出されているもの

の、市としての検討の経過や意思決定行為を

確認することはできなかった。 

  なお、上記のほか、市アンモナイトセンタ

ーのホームページにおいては、特定の一般社

団法人の会員証を提示した観覧者に対して

も、「団体」の観覧料を適用することが周知さ

れている事例も見受けられている。 

公共施設の利用に係る使用料は、地方自治

法第228条において、条例で定めなければな

らないことが規定されており、条例において 

は、使用料の金額やその算定について、具体

  

当部における観覧施設のうち、観光振興課所

管２施設、文化交流課所管２施設、文化財課所

管２施設の合計６施設において、同時に観覧す

る人数が20人に達していない場合においても、

特定の団体等に属する観覧者に対し、「団体」の

観覧料を適用している状況にあることを確認

したところです。 

 当該取扱いにつきましては、適用開始時、施

設所管課において「団体」の適用に関する意思

決定を行っていたと聞き及んでおりますが、文

書保存年限の関係により、意思決定起案を確認

できない状況となっております。また、当該取

扱いの周知につきましても、各施設の裁量に委

ねており、観覧者に対する公平性が確保されて

いない状況となっていることを併せて確認し

ました。 

 このことから、総務部と協議の上、今般、各

条例で規定する「団体」の範囲を明確にするた

め、「いわき市観覧施設の観覧（入館）料におけ

る「団体」の適用に係る取扱い方針」を定める

とともに、「団体」の観覧料を適用する「特定の

団体」の要件に関し、必要な事項を定めるため、

新たに「いわき市観覧施設の観覧（入館）料に

おいて団体を適用する特定の要件に該当する

団体の基準」を策定いたしました。 

 今後、適用団体を追加する際には、当該取扱

い方針及び団体の基準に基づき、市長の意思決

定を受け対応することといたします。 

 また、これまで一部施設において適用してい

た団体のうち、イオンカード、ＪＡＦ及びファ

ミたんカードについては、施設間の公平性の観

点から、令和７年度当初から全観覧施設で「団

体」の観覧料を適用する事務処理を進めるな

ど、当該取扱いの整理を図ってまいります。 

 加えて、観覧者に対する公平性の確保及びサ

ービスの向上をはじめ、観覧料の増収を図るた

め、「団体」の観覧料が適用となる特定の団体に
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的に規定する必要がある。 

このことから、記念館条例別表及び伝承郷

条例別表第２に規定する「団体」は、一般に、

同時に観覧する人数を指すものと解される

が、観覧者数が20人に達していないにもかか

わらず、特定の要件に該当する団体に属する

観覧者に対し、「団体」の観覧料を適用するこ

とについて、部所管の公共施設における同様

の事例を調査し、改めて各条例に規定する

「団体」の定義や解釈を整理するなど、その

根拠を明らかとすべきである。その上で、適

用基準の策定や条例の改正、当該取扱いの見

直しなど、必要な対応を講じられたい。また、

公式ホームページにおいて、当該取扱いを明

示していない施設も見受けられることから、

観覧者に対する公平性の確保及びサービス

向上のため、当該取扱いの周知について検討

されるよう望むものである。 

（文化交流課、文化財課） 

 

ついて、各施設のホームページにおいて明示す

るとともに、各施設の受付付近においても明示

するなど、当該取扱いの周知に努めることとい

たします。 
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